
側通信，トンネル内ラジオ再放送施設，テレビ，

ラジオ，新聞等により広くー般に提供するととも

に，一般からの電話照会への対応やファクシミリ

等による情報提供サービスを行うほか，道路管理

者相互の連絡体制を強化して，道路情報の効果的

利用が図られるよう努める。

また，一般の道路利用者に必要な道路交通情報

をより一元的かつ広域的に提供するため，（財）日

本道路交通情報センターの情報提供サービスの向

上を図るよう指導育成する。

（２）危険物輸送に関する情報提供の充実等

危険物の輸送時の事故による大規模な災害を未

然に防止し，災害が発生した場合の被害の軽減に

資する情報提供の充実等を図るため，イエローカ

ードの携行，関係法令の遵守，乗務員教育の実施

等について危険物運送事業者の指導を強化する。

また，危険物運搬車両の交通事故による危険物

の漏洩等が発生した場合に，安全かつ迅速に事故

処理等を行うため，危険物に対応することの可能

な装備資器材の整備を図る。

さらに，危険有害物質運搬車両に関しては，国

連勧告に基づく危険有害物質の表示・特定の仕組

みも含め，その表示の在り方について検討する。

（３）気象情報等の充実

道路交通に影響を及ぼす台風，大雨，大雪，強

風，霧，地震，津波，火山噴火等の自然現象につ

いて，的確に実況監視を行い，適時適切に予報，

警報等を発表・伝達して，事故の防止及び被害の

軽減に努めるとともに，これらの情報の内容の充

実と効果的利用を図るため，火山に関する関係機

関の観測データ及び情報の共有化並びに火山活動

の診断体制の強化等を行う。また，より地域を限

定して情報を発表するため，地元防災機関との協

議の上で，近年の観測・予報技術の進展を背景と

して，防災関係機関の管轄範囲及び災害特性から

発表区域の設定・見直しを全国的に進める。さら

に，講習会等により気象等に関する知識の普及に

努める。

（４）災害発生時における情報提供の充実

災害発生時において，道路の被災状況や道路交

通状況を迅速かつ的確に収集・分析・提供し，復

旧対策の早期立案や緊急交通路，緊急輸送路等の

確保及び道路利用者等への道路交通情報の提供等

に資するため，地震計，車両監視用テレビ，車両

感知器，道路交通に関する情報提供装置・通信施

設，道路管理情報システム等の整備を推進すると

ともに，大規模な地震や火山噴火，豪雨・豪雪等

の災害に関し，インターネット等情報通信技術

（IT）を活用した道路の点検結果や被災状況等

の災害情報等の提供を推進する。

第４節 車両の安全性の確保

１ 車両の安全性に関する基準等の改善の推進

（１）道路運送車両の保安基準の拡充・強化等

ア 車両の安全対策の推進

今後の自動車の安全対策による交通事故死者数

の低減目標やその推進の在り方等が盛り込まれた

運輸技術審議会答申「安全と環境に配慮した今後

の自動車交通政策のあり方について」（平成１１年

６月）を踏まえ，事故原因や事故時における自動

車の構造・装置，乗員被害等の状況を交通事故総

合分析センターを活用して詳細に調査・分析し，

自動車事故の実態を的確に把握するとともに，自

動車使用の態様の変化，新技術の開発状況，諸外

国の自動車安全対策の動向等を勘案し，具体的な

安全対策を立案・実施していく。

このため，これらの安全対策に係る方針，対策

の具体的な内容，対策の事前効果予測・事後効果

評価，対策を体系的に実施するための長期計画等

について継続的に検討することを目的として，産

・学・官が参加する「車両安全対策総合検討会」

等で効率的・体系的に検討を進める。

さらに，シンポジウムを開催するなどして，そ

の検討結果を公表し，安全対策の策定過程の透明

性を確保するとともに，関係者からの意見を踏ま

えて適宜対策の内容の見直しを行っていく。

イ 道路運送車両の保安基準の拡充・強化

車両の安全対策の基本である自動車の構造・装
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置等の安全要件を定める道路運送車両の保安基準

について，車両安全対策総合検討会の検討結果を

踏まえつつ，事故を未然に防ぐための予防安全対

策，万が一事故が発生した場合においても乗員，

歩行者等の保護を行うための被害軽減対策，その

際に火災の発生等の二次災害が起こることを防止

するための災害拡大防止対策のそれぞれの観点か

ら，適切に拡充・強化を図っていく。

なお，保安基準の拡充・強化の推進に当たって

は，保安基準が自動車の国際的な流通を阻害する

ことがないよう国際的に連携して検討を進める。

（２）先進安全自動車の開発，普及等

エレクトロニクス技術や情報通信技術（IT）

などの新技術により，自動車を高知能化して安全

性を格段に高めるとともに，高度道路交通システ

ム（ITS）技術の自動車としての受皿となる先進

安全自動車（ASV : Advanced Safety Vehicle）

の研究，開発の促進を図る。

また，ASVのシステムのうち実用段階にある

ものについては，安全上のガイドラインを策定す

るなど，普及促進のための環境整備を図る。特に，

交通事故等の防止に大きく寄与するものについて

は，審査・検査に係る技術基準の制定及び具体的

な審査方法等を確立するための調査・検討を行う。

さらに，高信頼化された通信技術を用いて多様

な道路環境の下で道路と自動車の間，自動車と自

動車の間で情報交換を行う車両技術について，実

道環境下での走行試験等により必要なデータの収

集を行い，実用化のための指針・仕様の策定を図

る。

（３）車両の安全性等に関する日本工業規格の整

備

工業標準化法（昭２４法１８５）に基づいて制定さ

れた自動車・自転車関係の日本工業規格のうち，

既存規格の規定水準の向上及び国際規格との整合

化を図るため，平成１４年度に制定を予定している

ものは２規格，改正については「二輪自動車―惰

行試験によるシャシダイナモメータへの走行抵抗

の設定方法」等９規格である。

２ 自動車アセスメント情報の提供等

自動車の安全装置の正しい使用方法等の一般情

報，衝突安全性等に関する車種ごとの安全性に関

する比較情報等を公正中立な立場で取りまとめ，

これを自動車ユーザーに定期的に提供する自動車

アセスメント事業を積極的に推進する。

平成１４年度は，これまでと同様，自動車の衝突

安全性能の総合評価及び制動性能の評価を行い公

表することで，ユーザーが安全なくるま選びをし

やすい環境の整備を推進するとともに，自動車

メーカーにおけるより安全な自動車の開発促進を

図る。また，チャイルドシートの安全性能比較試

験についても引き続き実施し，その結果を公表す

る。一方，自動車の歩行者保護性能の評価に関す

る調査研究を行うなど，本事業の拡充を図る。

また，従来より行われていた自動車の安全装置

の正しい使用方法等の一般情報も拡充し，充実し

た自動車アセスメント情報をユーザーに提供す

る。

３ 自動車の検査及び点検整備の充実

（１）自動車の検査体制の充実

道路運送車両の保安基準の拡充・強化にあわせ

た検査体制の整備を推進することにより，道路運

送車両法（昭２６法１８５）に基づく新規検査等の自

動車検査の確実な実施を図る。また，街頭検査体

制の充実・強化を図ることにより，不正改造車両

の排除等を推進していく。

さらに，指定自動車整備事業制度の適正な運用

・活用を図るため，事業者に対する指導監督を強

化する。加えて，軽自動車の検査については，そ

の実施機関である軽自動車検査協会における検査

の一層の効率化を図るとともに，検査体制の充実

を図る。

（２）型式指定制度の充実

車両の構造に起因する事故の発生を防止するた

め，独立行政法人交通安全環境研究所と連携をと

りつつ，新型の自動車や装置の安全性に関する審
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査の確実な実施を図る。

（３）自動車点検整備の充実

ア 自動車点検整備の推進

自動車ユーザー自らによる点検整備の励行が図

られるよう，「自動車点検整備推進運動」を全国

的に展開する等，自動車ユーザーの保守管理意識

の高揚，点検整備の推進に努めるとともに，整備

管理者研修，自動車運送事業者監査等を通じて関

係者の指導を行う。さらに，車両故障に起因する

事故防止を図るため，整備管理上の問題点につい

て調査を行い，整備管理者制度の改善に努める。

また，自動車ユーザーによる自動車の保守管理

及び整備工場における自動車の点検整備を適切に

実施する上で参考となるよう，継続検査の前に整

備が必要と判断された箇所の調査結果を公表する

等適切な情報の提供を図る。

イ 不正改造車の排除

道路交通に危険を及ぼすなど社会的問題となっ

ている暴走族の不正改造車や過積載を目的とした

不正改造車等を排除し，自動車の安全運行を確保

するため，関係機関の支援及び自動車関係団体の

協力の下に「不正改造車を排除する運動」を全国

的に展開し，広報活動の推進，関係者への指導，

街頭検査等を強化することにより，不正改造防止

について，自動車使用者及び自動車関係事業者等

の認識を高める。

また，不正改造を行う行為そのものを禁止する

など不正改造車を排除するための措置の強化につ

いて検討する。

ウ 自動車分解整備事業の適正化，近代化

自動車分解整備事業者に対しては，点検整備に

対する自動車ユーザーの理解と信頼を得るため，

整備料金，整備内容の適正化について，その具体

的な実施事項の推進を指導する。また，自動車分

解整備事業者における設備の近代化や経営管理の

改善等への支援を行う。

エ 自動車の新技術への対応等整備技術の向

上

近年の自動車新技術の採用・普及，急激な車社

会の環境の変化に伴い，自動車を適切に維持管理

するため，自動車整備業がこれらの変化に対応し

ていく必要がある。このような状況から，実態調

査等を通じ自動車整備業の現状について把握し，

今後の整備業における技術の向上等を検討する。

また，整備主任者等を対象とした新技術研修の

実施等により整備要員の技術の向上を図る。

さらに，近年の自動車整備業には，新技術が採

用された自動車の整備や自動車ユーザーに対する

自動車の正しい使用について説明等が求められて

いることから，これらのニーズに対応するため，

一級自動車整備士制度を活用することとし，平成

１４年１２月に一級小型自動車整備士技能検定試験を

実施する。

４ リコール制度の充実

設計等に起因する基準不適合自動車について，

自動車製作者等に対して改善措置の届出等を確実

かつ早期に行うよう指導するなどリコール制度の

適正な運用を図り，自動車の安全確保について自

動車製作者等の指導監督の徹底に努める。

また，自動車不具合情報ホットライン等を活用

し，自動車ユーザーからの自動車不具合情報を幅

広く収集し，得られた情報の分析の強化に努める

など，リコール制度の充実強化を図る。

５ 自転車の安全性の確保

自転車の安全な利用を確保し，自転車事故の防

止を図るため，自転車利用者に対し定期的に自転

車安全整備店において点検整備を受ける気運を醸

成するとともに，点検整備の確保及び自転車の正

しい利用方法等の指導を目的とした自転車安全整

備制度の拡充を図り，あわせて付帯保険により被

害者の救済に資することを目的とするTSマーク

の普及に努める。

さらに，夜間における交通事故の防止を図るた

め，灯火の取付けの徹底と反射器材の普及促進を

図り，自転車の被視認性の向上を図る。
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